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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について 

 

Ⅰ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ 

等支援加算の計画書等の提出について 

 

  介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援 

加算については様式が見直しされます。令和６年４月・５月分を算定する場合は、令和６  

年４月１５日（月）までに提出ください。 

 なお、６月以降は「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。 

内容が確定し次第、ホームページに掲載しますのでご確認ください。 

 ※算定に係る体制等に関する届出書について 

 【４月１日施行分】 令和６年４月１５日（月）まで 

【６月１日施行分】 令和６年５月１５日（水）まで（前月１５日まで） 

 

Ⅱ 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ 

等支援加算の実績報告書について 

 

令和５年度に当該加算を算定している事業者は、令和６年７月３１日（水）までに実績 

報告書を提出ください。 

  

 

 ■鳥取県長寿社会課 HP 介護職員処遇改善加算等に係る届出ついて 

 https://www.pref.tottori.lg.jp/192802.htm 

 

■厚生労働省 HP 介護職員の処遇改善 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html 

 

■介護保険最新情報 Vol.1215  

介護職員等処遇改善加算等に関する 基本的考え方並びに事務処理手順 及び様式例の提 

示について 

https://www.mhlw.go.jp/content/001227727.pdf 
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